令和７年度サイクリストっぷ追加募集要項
１　「サイクリストっぷ」とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本市では、サイクリストの受入環境を整備するため、休憩場所やトイレの提供並びに、整備用工具の貸出など、サイクリストへのおもてなしをしていただける施設・店舗を募り、「サイクリストっぷ」として認定しています。
※　おもてなしの対象となるのは、居住地に関わらず「自転車で来店された方」に
なります。
※　令和７年12月時点で、111か所を認定しています。

２　要件　【⑴～⑷の全てが当てはまること】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　いわき市内の観光施設・店舗（飲食店、小売店、宿泊施設）等であること。
⑵　県外にも系列店等がある場合は、県内に店舗数の半分以上があること。
⑶　敷地内に駐輪できる場所があること、又は周辺に公共の駐輪場等の駐輪できる
場所があること。
⑷　日中に営業していること。（夕食や夜間のみの営業店等は対象外となります。）

３　認定までの流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
認定を希望する事業者様は、令和８年２月24日(火)までに、様式１「サイク
リストっぷ参加申込用紙」に記入のうえ、いわき市交流推進課に提出してください。
（郵送、ＦＡＸ又はメールにて提出）
審査のうえ、事業者様に審査結果をお伝えします。
認定された事業者様には、サイクリストっぷ認定ステッカーを送付しますので、店舗の外側など、利用者に見えやすい位置に貼ってください。
　※　今年度は、10か所程度認定を予定しております。

４　サイクリストをおもてなしする方法について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
おもてなしの内容は、各施設・店舗で決めることができます。
⑴　サイクリストへの施設利用の提供
　　例：休憩場所、コンセント、ＷｉＦｉ、トイレ、駐輪場、サイクルラック
⑵　サイクリストへの特典
　　例：ボトルへの飲用水提供、大盛無料、会計時100円引、ドリンク１杯サービス
　　　　等
⑶　観光情報の提供
　　例：市やいわき観光まちづくりビューローが作成する観光情報ポスター及び
　　　　パンフレット等の設置

５　広報について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市が認定事業者様のＰＲ文章を作成のうえ、店舗の外観等を撮影させていただき、いわき市サイクリング情報サイト「NOZZOいわき」や「いわき市観光サイト」等で紹介させていただきます。


６　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　認定が適切でないと市が判断した場合は、認定を行わない、又は取り消しをさ
　せていただく場合があります。
⑵　認定事業者様と利用者間のトラブル等に対して、市は一切責任を負いません。
⑶　市内のサイクリングコースについては、いわき市サイクリング情報サイト 
　「NOZZOいわき」で御確認いただけます。
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７　お問合せ先（提出先）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いわき市観光文化スポーツ部　交流推進課　誘客事業係

郵便：970-8686
住所：いわき市平字梅本21
電話：0246-22-7607
ＦＡＸ：0246-22-1243
mail：koryusuishin@city.iwaki.lg.jp
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